
新 旧 対 照 表

新

高知県認定こども園条例施行規則（抜粋）

旧

高知県認定こども園条例施行規則（抜粋）

附 則 附 則

１～５ 略 １～５ 略

６ 条例別表２の(１)の規定により置かなければならない保育士の

資格を有する者については、同表２の(３)の規定により、当分の

間、１人に限って、当該連携型外認定こども園に勤務する保健

師、看護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）をもって

代えることができる。ただし、満１歳に満たない子どもの数が４

人に満たない連携型外認定こども園については、子育てに関する

知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保

育を行うに当たって当該連携型外認定こども園の保育士の資格を

有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければ

ならない。

７ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者につい

て同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の

右欄に掲げる者の総数は、条例別表１の(１)の規定により連携型

外認定こども園に置くものとされる職員の数の３分の１を超えて

はならない。

６ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者につい

て同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の

右欄に掲げる者の総数は、条例別表１の(１)の規定により連携型

外認定こども園に置くものとされる職員の数の３分の１を超えて

はならない。

略

附則第５項 略

前項 条例別表２の(１)の規定により置かなけ

ればならない保育士の資格を有する者

看護師

等

略

前項 略



別表 別表

連携型外認定こども園の認定の基準のうち連携型外認

定こども園における教育及び保育の内容の基準

連携型外認定こども園の認定の基準のうち連携型外認

定こども園における教育及び保育の内容の基準

１～４ 略 １～４ 略

５ 日々の教育及び保育の指導における留意点 ５ 日々の教育及び保育の指導における留意点

連携型外認定こども園における日々の教育及び保育の指導に際

しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

連携型外認定こども園における日々の教育及び保育の指導に際

しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略

(９) 連携型外認定こども園の職員は、当該連携型外認定こど

も園の子どもに対し、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならないこと。

(10)・(11) 略 (９)・(10) 略

６ 略 ６ 略


















